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業 円 人

島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の補助率

【市補助金の申請額の計算方法】

島根県補助金の補助率が1/2以内の場合 ⇒ (B)×1/2以内(千円未満切捨て)

島根県補助金の補助率が2/3以内の場合 ⇒ (B)×1/4以内(千円未満切捨て)

  ※補助金額の上限は50万円です。計算額が50万円を超える場合は、申請額に「500,000」と記載してください。
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上記代表者

生年月日
昭和55年5月5日

松江市末次町８６番地 電話番号 0852-55-5555申

請

者

情

報

事業所名 株式会社まつえ商事 代表者職名・氏名
　　　　　 ふりがな

玉造　華子

※法人の場合

5,000,000
従業員数 5業種 飲食 資本金

市役所使用欄

□交付要綱に適合すると認める

※裏面に続きます。

添

付

書

類

名称 ☑欄

市税の滞納のない証明 ☑

振込先金融機関口座を確認する書類の写し ☑

県補助金の交付額の確定通知書の写し ☑

県補助金の実績報告書の写し  （別添書類含む） ☑

上記島根県補助金の

対象経費(C)
円

☑ 1/2以内 □ 2/3以内

市補助金の

申請額
200,000 円

上記島根県補助金の

確定額(A)
500,000 円 1,000,000

(A)の確定額のうち

松江市の事業所分(B)
400,000 円

様式第1号（第4条関係） 令和

松江市商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策支援事業補助金

（県補助金上乗せ分）交付申請書兼請求書

　松江市商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策支援事業補助金（県補助金上乗せ分）交付要

綱の規定に基づき、次のとおり関係書類を添えて申請します。なお、下記に記載した事項については

事実と相違ありません。

松江たべもの屋松江市○○町１－１ 店舗名

090-5555-5555

所在地

補助事業の

実施場所

同上

担当者名 担当者連絡先

【記載例】

同上の場合は☑

代表者職氏名はふりがなを記入

申請者情報は県への申請者情報と相違ないこと

日中に繋がる連絡先

県の補助金に申請

した補助率に☑を

入れてください

県確定額のうち松江市事業所分の

金額を記載



（裏面）

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

【署名欄】

法人名・屋号等

代表者の氏名（自署）　
代表取締役　島根　一郎

　私は、「松江市商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策支援事業補助金」（以下「補助金」

という）の交付申請をするにあたり、下記の内容について、誓約します。

　補助金支払後、申請内容や補助事業の実施内容に虚偽や不正等が発覚した場合は、補助金を返還し

ます。

誓約項目

申請に際して、補助制度の趣旨や手続内容を理解するとともに、松江市商業・サービス業等エネ

ルギーコスト削減対策支援事業補助金（県補助金上乗せ分）交付要綱及びその他関係法令に規定

される事項を遵守します。

松江市から島根県及び島根県商工会連合会に対し、申請者に係る情報を収集することに同意しま

す。

本補助金の補助対象経費について、令和4年度第2回飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト

削減対策緊急支援事業補助金以外の補助金等の交付申請は行っておらず、また、今後も行いませ

ん。このことについて、松江市が他自治体等へ調査することに同意します。

補助金申請に係る審査のため、暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者

ではないことを松江市が島根県警察本部等へ照会することに同意します。

補助金に関し、松江市から調査・検査・報告等の求めがあった場合は、速やかに、かつ、誠実に

これに応じます。

提出書類の内容に虚偽はなく、その他不正な手段による申請ではありません。また、「補助金受

給後の虚偽・不正」、令和4年度第2回飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急

支援事業補助金の交付決定の全部又は一部の取り消しを受けた場合」等、交付決定の取消事由に

該当した時は、松江市に対して補助金を返還します。

株式会社まつえ商事

補助金の収支に関する帳簿、領収書等関係書類等を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管

します。

自署又は記名押印

上記申請者情報と相違ないこと


